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○大東市木造住宅除却補助金交付要綱 

平成３０年９月２７日 

要綱第６５号 

（目的） 

第１条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例（平成３１年条例第３号）及

び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則（平成３１年規則第６号）に定めるも

ののほか、耐震性の不足している木造住宅の建替えを促進し、もって地震による本市内

の人的及び物的な被害の軽減を図るため、大東市木造住宅除却補助金（以下「補助金」

という。）を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 木造住宅 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号に規定する建築

物のうち、本市内に所在する木造のもの（構造の一部が非木造であるものを含む。）

で、一戸建住宅（店舗その他これに類するものの用途を兼ねる場合にあっては、当該

用途に使用する部分の床面積が延べ床面積の２分の１未満であるものに限る。）、長

屋住宅及び共同住宅をいう。 

(2) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）第４

条第１項の基本方針に定められた同条第２項第３号に掲げる事項に基づき、耐震診断

技術者が木造住宅の耐震性について評価するものであって、一般財団法人日本建築防

災協会が作成した木造住宅の耐震診断と補強方法に定める一般診断法又は精密診断法

によるものをいう。 

(3) 耐震診断技術者 次のいずれかに該当する技術者をいう。 

ア 一般財団法人日本建築防災協会が平成２４年度以降に主催する木造耐震診断資格

者講習を受講し、当該講習に係る受講修了証の交付を受けた者 

イ 公益社団法人大阪府建築士会が平成２４年度以降に主催する既存木造住宅の耐震

診断・改修講習会を受講し、受講修了者名簿に登録された者 

ウ ア及びイに掲げる者のほか、これらの者と同等以上の技術を有すると市長が認め

る者 

(4) 除却工事 木造住宅を全て除却する工事（区分所有建築物にあっては、その所有し
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ている部分のみを除却する工事であって、当該除却に伴う当該建築物の他の所有者が

所有している部分に係る復旧工事を含まないものに限る。）をいう。 

(5) 除却工事施行者 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の許可を受

けている者及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１

０４号）第２１条第１項の登録を受けている解体工事業者をいう。 

（補助対象建築物） 

第３条 補助金の交付の対象となる木造住宅（以下「補助対象建築物」という。）は、次

に掲げる要件の全てを満たすものとする。 

(1) 原則として、昭和５６年５月３１日以前に建築基準法第６条第１項の規定による建

築主事の確認を受けて建築されたものであること。 

(2) 既に耐震診断されたもので、総合評価における上部構造評点が０．７未満であるも

の若しくは国土交通省住宅局監修、一般財団法人日本建築防災協会編集の誰でもでき

るわが家の耐震診断に基づく診断の結果が７点以下であるもの。 

(3) 大東市既存木造住宅耐震改修補助金交付要綱（平成２２年要綱第７２号）の規定に

基づき大東市既存木造住宅耐震改修補助金の交付を受けて耐震改修の工事が行われた

ものでないこと。 

(4) 国又は地方公共団体が所有するものでないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、区分所有建築物の一部に除却工事を行う場合であって、当

該除却工事に係る建築物の他の部分の安全性が確保されることを耐震診断その他の方法

により確認することができないときは、補助対象建築物としない。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 

(1) 補助対象建築物を所有する個人であって、補助金の交付の申込みを行おうとする日

（以下「申込日」という。）の直近における年間の課税総所得金額（地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）第３１４条の３第２項に規定する課税総所得金額をいう。）が

５，０７０，０００円未満のもの 

(2) 申込日の属する年度の前年度分の固定資産税及び都市計画税を滞納していない者 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（次項において「補助対象経費」という。）は、

除却工事施行者が実施する除却工事に要する費用とする。 
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２ 補助金の額は、補助対象経費（その額が除却工事を行った木造住宅の延べ床面積１平

方メートル当たり３９，９００円を乗じて得た額を超える場合にあっては、当該額）に

１００分の２３を乗じて得た額又は３００，０００円（長屋住宅及び共同住宅にあって

は、１住戸につき３００，０００円（１棟当たり上限９００，０００円））のいずれか

低い方の額（その額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）と

し、予算の範囲内で交付するものとする。 

（申込み） 

第６条 補助金の交付を受け、除却工事を実施しようとする者（以下「申込者」という。）

は、除却工事を実施する前に、大東市木造住宅除却補助金交付申込書（様式第１号）に

次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 建物現況図（付近見取図、配置図及び平面図） 

(2) 補助対象建築物の全部事項証明書（土地及び建物） 

(3) 第３条第２号に掲げる要件に該当することが分かる書類（耐震診断報告書又は誰で

もできるわが家の耐震診断に基づく診断の結果） 

(4) 除却工事前の現況写真（東西南北から撮影したもの） 

(5) 除却工事に要する経費に係る見積明細書の写し 

(6) 除却工事施行者が、建設業法第３条第１項の許可を受けていることが分かる書類の

写し又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第２１条第１項の登録を受け

ていることが分かる書類の写し 

(7) 申込者の課税総所得金額が分かる書類 

(8) 申込者に課された固定資産税及び都市計画税に係る納税証明書 

(9) 建築物の所有者が複数ある場合又は建築物の所有者と土地の所有者が異なる場合

にあっては、申込者以外の者の同意書 

(10) 申込者以外の者が申込手続をする場合は、委任状 

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による提出があったときは、その内容を審査した上で、補助

金の交付の可否を決定し、申込者に対し大東市木造住宅除却補助金交付決定通知書（様

式第２号）によりその旨を通知するものとする。 

２ 市長は、補助金の交付の決定に当たって、条件を付することができる。 
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（工事の着手） 

第８条 前条の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた者（以下「補助決定者」と

いう。）は、当該通知を受けた日後３０日以内に除却工事に着手するものとし、着手後

直ちに大東市木造住宅除却工事着手届（様式第３号）に次に掲げる書類を添えて、市長

に提出しなければならない。 

(1) 除却工事の請負契約書の写し 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（申込内容の変更等） 

第９条 補助決定者は、補助金の交付に係る内容に変更が生じたときは、速やかに大東市

木造住宅除却補助金交付申込内容変更申込書（様式第４号）に次に掲げる書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 

(1) 変更の内容が分かる書類 

(2) 変更後の除却工事に要する経費に係る見積明細書の写し 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 市長は前項の規定による提出があったときは、その内容を審査した上で、適当と認め

たときは、補助決定者に対し大東市木造住宅除却補助金交付申込内容変更決定通知書（様

式第５号）によりその旨を通知するものとする。 

３ 補助決定者は前項の規定による通知を受けたときは、除却工事の変更契約を締結し、

変更請負契約書を市長に提出しなければならない。 

４ 補助決定者は、除却工事を中止しようとするときは、直ちに大東市木造住宅除却工事

中止届（様式第６号）を市長に提出しなければならない。この場合において、それまで

に要した経費は、補助決定者の負担とする。 

５ 前項の規定による中止を行ったときは、第７条第１項又は本条第２項の規定によりな

された決定は、取り消されたものとみなす。 

（完了報告） 

第１０条 補助決定者は、除却工事が完了したときは、市長が定める期日までに、大東市

木造住宅除却工事完了報告書（様式第７号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し

なければならない。 

(1) 除却工事の写真（工事中及び工事完了後の状況が分かるもの） 

(2) 除却工事に要した経費に係る請求明細書の写し 
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(3) 除却工事に要した経費に係る領収書の写し 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助額の確定） 

第１１条 市長は、前条の規定による提出があったときは、その内容を審査した上で、補

助金の額を確定し、補助決定者に対し大東市木造住宅除却補助金交付額確定通知書（様

式第８号）によりその旨を通知するものとする。 

（請求） 

第１２条 補助決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに大東市木造住

宅除却補助金請求書（様式第９号）により、当該通知に記載された補助金の交付確定額

を請求するものとする。 

（交付） 

第１３条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するも

のとする。 

（取消し） 

第１４条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金

の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(3) この要綱の規定に違反したとき。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。 

（返還） 

第１５条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当

該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるもの

とする。 

（補則） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別

に定める。 

附 則 

この要綱は、平成３０年１０月１日から施行する。 

附 則（平成３１年要綱第２３号）抄 
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（施行期日） 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日

以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助

金等の交付等については、なお従前の例による。 

附 則（令和４年要綱第２４号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式（次項において「旧様式」

という。）により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみ

なす。 

３ この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整

をして使用することができる。 

   附 則（令和７年要綱第２４号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の大東市木造住宅除却補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申

込みのあった大東市木造住宅除却補助金の交付に適用し、同日前に申込みのあった大東

市木造住宅除却補助金の交付については、なお従前の例による。 

３ この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式（次項において「旧様式」

という。）により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみ

なす。 

４ この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整

をして使用することができる。 
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様式第１号（第６条関係） 

 

大東市木造住宅除却補助金交付申込書 

 

  年  月  日 

 

（宛先）大東市長 

 

（申込者） 住  所 

氏  名 

電話番号 

 

大東市木造住宅除却補助金の交付について、大東市木造住宅除却補助金交付要綱第６条

の規定により、次のとおり申し込みます。 

 

（補助対象建築物の概要） 

 １．所在地      大東市 

 ２．建築物の名称              邸 

 ３．構造・規模    木造  階建て（        ㎡） 

 ４．建築年月日        年   月   日 

 

（添付書類） 

(1) 建物現況図（付近見取図、配置図及び平面図） 

(2) 補助対象建築物の全部事項証明書（土地及び建物） 

(3) 第３条第２号に掲げる要件に該当することが分かる書類（耐震診断報告書又は誰でも

できるわが家の耐震診断に基づく診断の結果） 

(4) 除却工事前の現況写真（東西南北から撮影したもの） 

(5) 除却工事に要する経費に係る見積明細書の写し 

(6) 除却工事施行者が、建設業法第３条第１項の許可を受けていることが分かる書類の写

し又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第２１条第１項の登録を受けてい
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ることが分かる書類の写し 

(7) 申込者の課税総所得金額が分かる書類 

(8) 申込者に課された固定資産税及び都市計画税に係る納税証明書 

(9) 建築物の所有者が複数ある場合又は建築物の所有者と土地の所有者が異なる場合に

あっては、申込者以外の者の同意書 

(10) 申込者以外の者が申込手続をする場合は、委任状 

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 
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様式第３号（第８条関係） 

 

大東市木造住宅除却工事着手届 

 

年   月   日 

 

（宛先）大東市長 

 

（補助決定者） 住  所 

氏  名 

電話番号 

 

年  月  日付け大東  第   号で大東市木造住宅除却補助金の交付決

定を受けた建築物の除却工事について、着手しましたので、大東市木造住宅除却補助金交

付要綱第８条の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１．除却工事着手日          年   月   日 

２．建築物の名称                   邸 

３．建築物の所在地     大東市 

 

（添付書類） 

(1) 除却工事の請負契約書の写し 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 
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様式第４号（第９条関係） 

 

大東市木造住宅除却補助金交付申込内容変更申込書 

 

年   月   日 

 

（宛先）大東市長 

 

（補助決定者） 住  所 

氏  名 

電話番号 

 

年  月  日付けで申し込みした大東市木造住宅除却補助金の交付について、

下記のとおり申込みの内容に変更がありましたので、大東市木造住宅除却補助金交付要綱

第９条第１項の規定により提出します。 

 

記 

 

１．建築物の名称            邸 

２．建築物の所在地    大東市 

３．変更の内容 

４．変更の理由 

 

（添付書類） 

(1) 変更の内容が分かる書類 

(2) 変更後の除却工事に要する経費に係る見積明細書の写し 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 
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様式第６号（第９条関係） 

    

大東市木造住宅除却工事中止届 

 

年   月   日 

 

（宛先）大東市長 

 

（補助決定者） 住  所 

氏  名 

電話番号 

 

年  月  日付け大東  第   号で大東市木造住宅除却補助金の交付決

定を受けた建築物の除却工事について、中止しますので、大東市木造住宅除却補助金交付

要綱第９条第４項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

 

１．建築物の名称                  邸 

２．建築物の所在地    大東市 

３．中止の理由 
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様式第７号（第１０条関係） 

 

大東市木造住宅除却工事完了報告書 

 

年   月   日 

 

（宛先）大東市長 

 

（補助決定者） 住  所 

氏  名 

電話番号 

 

年  月  日付け大東  第   号で大東市木造住宅除却補助金の交付決

定を受けた建築物について、除却工事が完了しましたので、大東市木造住宅除却補助金交

付要綱第１０条の規定により、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 

１．建築物の名称          邸 

２．建築物の所在地    大東市 

３．除却工事期間         年  月  日 ～    年  月  日 

４．除却工事完了年月日      年  月  日 

 

（添付書類） 

(1) 除却工事の写真（工事中及び工事完了後の状況が分かるもの） 

(2) 除却工事に要した経費に係る請求明細書の写し 

(3) 除却工事に要した経費に係る領収書の写し 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 
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様式第９号（第１２条関係） 

 

大東市木造住宅除却補助金請求書 

 

                            年   月   日 

 （宛先）大東市長 

 

（補助決定者）住  所 

                    氏  名 

電話番号 

 

年  月  日付け大東  第   号で交付額の確定を受けた大東市木造住

宅除却補助金の交付について、大東市木造住宅除却補助金交付要綱第１２条の規定により、

下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 補助金請求額 

請求金額 

十万 万 千 百 十 円 

 

２ 振込先 

取扱金融機関名 
銀行  信組 

信金  農協          支店 

口座番号 普通・当座         

フリガナ   

口座名義人  
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様式第１号（第６条関係） 

様式第２号（第７条関係） 

様式第３号（第８条関係） 

様式第４号（第９条関係） 

様式第５号（第９条関係） 

様式第６号（第９条関係） 

様式第７号（第１０条関係） 

様式第８号（第１１条関係） 

様式第９号（第１２条関係） 

 


